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就
職
や
退
職
な
ど
の
と
き
は
、
国

民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
届
け
出
が

必
要
。
会
社
な
ど
が
自
動
的
に
手
続

き
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
十

四
日
以
内
に
市
役
所
市
民
課
６
番
窓

口
ま
た
は
城
南
・
大
胡
・
宮
城
・
粕

川
の
各
支
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。会

社
な
ど
を
退
職
し
て
職
場
の
健

康
保
険
を
脱
退
し
た
人
は
、
国
保
に

加
入
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
十

四
日
以
内
に
届
け
出
を
。
こ
の
届
け

出
が
遅
れ
る
と
、
届
出
日
か
ら
加
入

月
ま
で
の
国
保
税
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

家
族
の
勤
務
先
の
健
康
保
険
に
扶
養

家
族
と
し
て
加
入
し
な
が
ら
国
保
に

も
加
入
し
て
い
る
人
は
、
す
ぐ
に
国

保
か
ら
の
脱
退
手
続
き
が
必
要
で
す
。

□
保
険
証
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
ら

保
険
証
を
な
く
し
た
と
き
は
、
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る

物
を
用
意
し
、市
役
所
国
保
年
金
課
、

各
支
所
で
再
交
付
の
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
国
保
の
主
な
手

続
き
方
法
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
０
へ
。

「
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
で
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区

域
内
の
農
地
を
、
住
宅
や
店
舗
、
露

天
駐
車
場
な
ど
に
使
用
す
る
と
き
は
、

初
め
に
農
用
地
区
域
か
ら
の
「
除
外
」

を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
次
に

農
地
法
に
基
づ
く
転
用
許
可
や
都
市

計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
な
ど
が

必
要
で
す
。
農
用
地
区
域
か
ら
の
除

外
を
希
望
す
る
農
地
の
所
有
者
や
農

用
地
区
域
内
に
編
入
を
希
望
す
る
土

地
の
所
有
者
は
、
直
接
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。
郵
送
で
は
受
け
付
け
ま
せ

ん
。
な
お
、
農
業
振
興
計
画
の
見
直

し
で
「
農
用
地
区
域
外
」
と
し
て
農

用
地
区
域
か
ら
除
か
れ
た
農
地
は
、

不
要
に
な
り
ま
す
。

対
象
区
域
＝
上
川
淵
・
下
川
淵
・
芳

賀
・
桂
萱
・
総
社
・
南
橘
・
清
里
・

永
明
の
各
出
張
所
管
内
お
よ
び
城
南

支
所
管
内
の
市
街
化
調
整
区
域
、
ま

た
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
の
各
支
所
管

内
の
農
用
地
区
域
と
定
め
ら
れ
た
区

域
　
用
意
す
る
物
＝
土
地
登
記
事
項

証
明
書
ま
た
は
登
記
簿
謄
本
（
分
家

住
宅
の
場
合
は
昭
和
46
年
当
時
の
所

有
者
が
分
か
る
物
）、
公
図
、
土
地
利

用
計
画
書
、
確
約
書
、
案
内
図
、
印

鑑
な
ど
　
申
し
込
み
＝
４
月
１
日
�

〜
20
日
�
ま
で
の
執
務
時
間
内
に
申

し
出
地
が
各
出
張
所
管
内
と
城
南
支

所
管
内
は
市
役
所
農
政
課
（
�
８
９

０
―
６
７
０
２
）、
大
胡
支
所
管
内
は

大
胡
支
所（
�
２
８
３
―
０
１
１
５
）、

宮
城
支
所
管
内
は
宮
城
支
所
（
�
２

８
３
―
２
１
３
１
）、
粕
川
支
所
管
内

は
粕
川
支
所
（
�
２
８
５
―
６
７
５

２
）
へ
直
接

農
薬
は
、
家
庭
菜
園
や
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
な
ど
身
近
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
正
し
く
取
り
扱
わ
な
い
と

植
物
だ
け
で
な
く
、
人
体
に
も
悪
い

影
響
が
あ
り
ま
す
。
使
用
す
る
と
き

は
次
の
こ
と
を
必
ず
守
り
ま
し
ょ
う
。

�
登
録
さ
れ
て
い
る
農
薬
を
使
用

し
、
登
録
の
な
い
物
は
絶
対
に
使
わ

な
い
�
ラ
ベ
ル
に
あ
る
使
用
上
の
注

意
を
よ
く
読
み
、
作
物
に
合
っ
た
量

を
規
定
さ
れ
た
倍
率
で
薄
め
る
�
近

所
に
あ
ら
か
じ
め
農
薬
の
使
用
を
連

絡
す
る
�
散
布
す
る
と
き
は
帽
子
、

長
袖
の
上
着
、
ズ
ボ
ン
、
保
護
眼
鏡
、

手
袋
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
周
辺
に

子
ど
も
や
家
畜
な
ど
が
い
な
い
か
確

認
す
る
�
無
風
ま
た
は
風
が
弱
い
と

き
な
ど
近
隣
に
影
響
が
少
な
い
天
候

の
日
や
時
間
帯
を
選
び
、
風
向
き
、

ノ
ズ
ル
の
向
き
な
ど
に
も
注
意
す
る
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
農
政
課
�
８
９

０
―
６
７
０
４
へ
。

分かりやすく説明します

国保の主な手続き方法

届け出が必要な場合 手続きに必要な物

他の市町村から転入した 印鑑・転出証明書

職場の健康保険をやめた、ま
たはその扶養家族でなくなった

※社会保険離脱証明書の用紙は市役所市民課、国保年金課、
各支所・出張所にあります。

印鑑
※社会保険離脱証明書

子どもが生まれた 印鑑・母子健康手帳

生活保護を受けなくなった 印鑑

他の市町村に転出する 印鑑・保険証

職場の健康保険に入った、ま
たはその扶養家族になった

印鑑・国民健康保険証と加
入した職場の健康保険証・
扶養家族になったときは社
会保険離脱証明書（扶養認
定日記入の物）

死亡した
印鑑・保険証

生活保護を受けるようになった

退職者医療制度に該当した

印鑑・保険証・老齢（退職）
年金証書（被保険者年金の加
入期間が20年未満の人は、40
歳以後に10年以上加入してい
たことが確認できる書類）

老人保健法に該当した 健康保険証・退職保険証

住所・世帯主・氏名などを変
更した

印鑑・保険証
出稼ぎ、通院などで別の保険
証が必要

修学のため他の市町村に転
出し別の保険証が必要

印鑑・保険証・在学証明書

保険証を紛失・破損した
運転免許証などの身分証明
書・破損した保険証

加
入
す
る
と
き

脱
退
す
る
と
き

そ
の
他

追
加
加
入
の
と
き
は
交

付
済
み
の
国
保
保
険
証

14日以内の手続き必要です

国保の加入や脱退

農
地
以
外
に
使
用
す
る
と
き

「
農
振
除
外
」
を
忘
れ
ず
に

家
庭
菜
園
や
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

正
し
く
使
お
う
身
近
な
農
薬


